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公益財団法人宇治市公園公社の理事・監事及び評議員の報酬 

及び費用弁償に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）

第89条、第105条（第197条において準用する第89条、同第105条）〈及び第196条〉並びに

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）第５条第

13号及び定款第１３条及び第２９条の規定に基づき、公益財団法人宇治市公園公社の理

事、監事及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬の支給の基準について定めること

を目的とする。 

 

（理事長の報酬） 

第２条 理事長の報酬は、年額１２０万円を上限として、第４条第１項の規定に基づき日

額１１，６００円を支給する。 

 

（常務理事の報酬） 

第３条 常務理事の報酬は、無報酬とする。 

 

（役員等の報酬） 

第４条 常務理事を除く役員等が次の用務に従事したときは、その従事した日数について

報酬を支給するものとする。 

  この場合において２以上の用務に従事した日があるときは、これを１日として計算す

る。 

 （１）理事会に出席したとき 

 （２）評議員会に出席したとき 

 （３）監事が監査の業務を行うとき 

 （４）理事長がとくに必要と認めたとき 

２ 前項の規定により支給する理事長及び常務理事を除く役員等の報酬の額は、日額９，

９００円とする。 

３ 宇治市の常勤特別職及び一般職には前項に定める報酬は支給しない。 

 

（報酬の支払方法） 

第５条 役員等の報酬は、その金額を通貨で、直接役員等に支払うものとする。ただし、

法令に基づき役員等の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員等に支払うべ

き報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。 

２ 役員等が報酬の全部又は一部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その
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方法によって支払うことができる。 

 

（費用弁償） 

第６条 理事等が公社の用務のため旅行をしたときは、その旅行について費用弁償として

旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、宇治市職員旅費条例（昭和２６年宇治市条例

第５５号）別表に掲げる特級に相当する額とする。 

 

（委任） 

第７条 この規程の実施について必要な事項は理事長が定める。 

 

 

附則 

１ この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８

年法律第５０号 以下「整備法」という）第１０６条第１項に定める公益法人の設立の

登記の日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２２年１０月１日に遡り施行する。 

 

附則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


